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(57)【要約】
【課題】当否判定結果の報知が分かりやすい遊技機を提
供すること。
【解決手段】第二始動領域９０４ｂよりも第一始動領域
９０４ａに遊技球が進入することが容易な状態である第
一遊技状態が設定されているときには、第一当否判定結
果が相対的に大きい第一表示領域２１１にて、第二当否
判定結果が相対的に小さい第二表示領域２２１にて報知
される第一報知態様とされる一方、第一始動領域９０４
ａよりも第二始動領域９０４ｂに遊技球が進入すること
が容易な状態である第二遊技状態が設定されているとき
には、第二当否判定結果が第一表示領域２１１にて、第
一当否判定結果が第二表示領域２２１にて報知される第
二報知態様とされる遊技機１とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一始動領域に遊技球が進入することを契機として取得される第一当否判定情報に基づ
く第一抽選、および第二始動領域に遊技球が進入することを契機として取得される第二当
否判定情報に基づく第二抽選を実行する当否判定手段と、
前記第一抽選を経た第一当否判定結果および前記第二抽選を経た第二当否判定結果を第一
表示領域または当該第二表示領域よりも小さい第二表示領域にて報知する報知手段と、
を備え、
　前記第二始動領域よりも前記第一始動領域に遊技球が進入することが容易な状態である
第一遊技状態が設定されているときには、前記第一当否判定結果が前記第一表示領域にて
、前記第二当否判定結果が前記第二表示領域にて報知される第一報知態様とされる一方、
前記第一始動領域よりも前記第二始動領域に遊技球が進入することが容易な状態である第
二遊技状態が設定されているときには、前記第二当否判定結果が前記第一表示領域にて、
前記第一当否判定結果が前記第二表示領域にて報知される第二報知態様とされる
ことを特徴とする遊技機。
 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　相対的に大きな表示領域と、相対的に小さな表示領域（７セグメント表示器やランプの
点灯パターンによって表示されるものを含む）の両方において当否判定結果が示される遊
技機が公知である（例えば、下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－５３２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、当否判定結果の報知が分かりやすい遊技機を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、第一始動領域に遊技球が
進入することを契機として取得される第一当否判定情報に基づく第一抽選、および第二始
動領域に遊技球が進入することを契機として取得される第二当否判定情報に基づく第二抽
選を実行する当否判定手段と、前記第一抽選を経た第一当否判定結果および前記第二抽選
を経た第二当否判定結果を第一表示領域または当該第二表示領域よりも小さい第二表示領
域にて報知する報知手段と、を備え、前記第二始動領域よりも前記第一始動領域に遊技球
が進入することが容易な状態である第一遊技状態が設定されているときには、前記第一当
否判定結果が前記第一表示領域にて、前記第二当否判定結果が前記第二表示領域にて報知
される第一報知態様とされる一方、前記第一始動領域よりも前記第二始動領域に遊技球が
進入することが容易な状態である第二遊技状態が設定されているときには、前記第二当否
判定結果が前記第一表示領域にて、前記第一当否判定結果が前記第二表示領域にて報知さ
れる第二報知態様とされることを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００６】
　本発明にかかる遊技機によれば、当否判定結果の報知を分かりやすくすることが可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】遊技状態を説明するための図である。
【図３】（ａ）は主表示領域に表示される第一演出図柄（大当たり当選時）を示した図で
あり、（ｂ）は副表示領域に表示される第二演出図柄（大当たり当選時）を示した図であ
る。（ｃ）は第一遊技状態中に設定される第一報知態様、および第二遊技状態中に設定さ
れる第二報知態様を説明するための図である。
【図４】主表示領域における報知演出において設定される第一確定表示期間を説明するた
めの図である。
【図５】副表示領域における報知演出において設定される第二確定表示期間を説明するた
めの図である。
【図６】第一具体例を説明するための図である。
【図７】第二具体例を説明するための図である。
【図８】第三具体例を説明するための図である。
【図９】可動体の一例を示した図である。
【図１０】第四具体例を説明するための図（その一）である。
【図１１】第五具体例を説明するための図（その一）である。
【図１２】第五具体例を説明するための図（その一）である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明にかかる遊技機１の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。ま
ず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。
【０００９】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
り、発射装置９０８（発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２
に案内する通路を構成するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている
。
【００１０】
　遊技領域９０２には、始動入賞口９０４、大入賞口９０６、アウト口９０７などが設け
られている。各種演出を実行する主表示装置２１の主表示領域２１１は、遊技盤９０に形
成された開口９０１を通じて視認可能となる領域である。なお、主表示領域２１１の形状
等は適宜変更可能である（開口９０１の形状や大きさ、主表示装置２１自体の形状や大き
さを変更することで主表示領域２１１の形状等を変更することができる）。
【００１１】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１２】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００１３】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
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【００１４】
　大当たりの抽選は、図示されない制御基板に設けられた当否判定手段が始動入賞口９０
４への遊技球の入賞を契機として実行する。本実施形態では、始動入賞口９０４として第
一始動入賞口９０４ａ（本発明における第一始動領域に相当する）と第二始動入賞口９０
４ｂ（本発明における第二始動領域に相当する）が設けられている。かかる始動入賞口９
０４への遊技球の入賞を契機として乱数源から数値（以下、当否判定情報と称することも
ある。第一始動入賞口９０４ａへの遊技球の入賞を契機として取得されるもの（いわゆる
特図１の当否判定情報）を第一当否判定情報と、第二始動入賞口９０４ｂへの遊技球の入
賞を契機として取得される当否判定情報（いわゆる特図２の当否判定情報）を第二当否判
定情報と称することもある）が取得され、当該数値が予め定められた大当たりの数値と同
じである場合には大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。なお、本実施形態にお
ける第一始動入賞口９０４ａおよび第二始動入賞口９０４ｂは、入賞した遊技球が内部に
取り込まれるものであるが、そのまま遊技球が遊技領域９０２を通過する「ゲート」のよ
うな態様であってもよい。また、第一始動入賞口９０４ａや第二始動入賞口９０４ｂに遊
技球が入賞することによって払い出される遊技球の数（いわゆる賞球数）は適宜増減可能
である（賞球数＝０であってもよい）。
【００１５】
　本実施形態では、上記当否判定のための数値が取得された順に当否判定結果の報知が開
始される（後述する演出図柄３０の変動が開始される）こととなるが、ある数値が取得さ
れたときに、それより前に取得された数値に基づく当否判定結果が報知されている（当否
判定結果を報知する報知演出が実行されている）際には、当該ある数値に基づく当否判定
結果の報知が開始されるまで、図示されない制御基板に設けられた記憶手段に記憶される
。未だ当否判定結果の報知（演出図柄３０の変動）が開始されていない数値（当該数値の
それぞれに対応するものが「保留（情報）」である。保留（情報）は当否判定情報の下位
概念であるといえる）の最大の記憶数（最大保留数）は適宜設定することができる。本実
施形態における記憶手段が記憶できる最大保留数は、第一当否判定情報および第二当否判
定情報のそれぞれについて四つである。なお、本実施形態では、当否判定結果の報知が開
始される時点で、取得された数値が大当たりとなる数値か否かが判断されることとなるが
、数値が取得されたときに当否判定を行い、当否判定結果自体を記憶させておく構成とし
てもよい。また、取得された数値は、当否判定結果を報知する演出の具体的な内容を決定
するための数値としても利用される。
【００１６】
　本実施形態にかかる遊技機１では、記憶手段に記憶されている当否判定結果の報知が開
始されていない取得された数値（当否判定情報）のそれぞれに対応するマークである保留
画像（図示せず）が、主表示装置２１の主表示領域２１１に表示される。本実施形態にお
ける保留画像は「静止画」であるが、その態様が経時的に変化する「動画」であってもよ
い。なお、特に明示する場合を除き、以下の説明における画像は、「静止画」と「動画」
の両方を含むものとする。
【００１７】
　本実施形態にかかる遊技機１は、第一当否判定情報の存在を示す保留情報（以下、第一
保留情報と称することもある）と、第二当否判定情報の存在を示す保留情報（以下、第二
保留情報と称することもある）の両方が存在する場合には、第一当否判定情報に基づく当
否判定結果（以下、第一当否判定結果と称することもある）の報知と第二当否判定情報に
対応する当否判定結果（以下、第二当否判定結果と称することもある）の報知が同時進行
する（特図１、特図２同時変動型の遊技機である）。具体的には、当否判定結果の報知が
完了していない第一当否判定情報および第二当否判定情報の両方が存在する場合、第一当
否判定結果の報知の開始から報知の完了までの時間（第一変動時間）と、第二当否判定結
果の報知の開始から報知の完了までの時間（第二変動時間）が同時に進行するというもの
である。
【００１８】
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　ただし、これはあくまで一例である。第二当否判定情報に対応する当否判定結果の報知
が優先的に実行される設定（いわゆる特図２優先消化）としてもよい。また、第一当否判
定情報に対応する当否判定結果の報知が優先的に実行される設定（いわゆる特図１優先消
化）としてもよい。ただし、どのような設定とする場合であっても、第一当否判定情報お
よび第二当否判定情報のそれぞれについてみれば、当否判定情報が取得された順に当否判
定結果を報知する報知演出（演出図柄３０の変動）が開始されることになる。換言すれば
、当否判定情報が取得された順に、当否判定結果の報知が完了することになる。
【００１９】
　本実施形態にかかる遊技機１は、相対的に始動入賞口９０４に遊技球が入賞しにくい低
ベース状態と、始動入賞口９０４に遊技球が入賞しやすい高ベース状態が設定されている
（かかる低ベース状態や高ベース状態の具体例については公知であるから説明を省略する
）。低ベース状態にあるときには、基本的には第一始動入賞口９０４ａに遊技球を入賞さ
せるように遊技者は遊技する（遊技領域９０２の左側に遊技球が進入するように遊技する
いわゆる「左打ち」を行う）ことになる。高ベース状態にあるときには、基本的には第二
始動入賞口９０４ｂに遊技球を入賞させるように遊技者は遊技する（遊技領域９０２の右
側に遊技球が進入するように遊技するいわゆる「右打ち」を行う）ことになる。また、本
実施形態では、当否抽選（当否判定手段による当否判定）に当選する確率が相対的に低い
低確率状態および相対的に高い高確率状態が設定されている。
【００２０】
　遊技状態としては、低確率状態かつ低ベース状態である通常遊技状態と、低確率状態か
つ高ベース状態である第一特別遊技状態（いわゆる時間短縮状態）と、高確率状態かつ高
ベース状態である第二特別遊技状態（いわゆる確率変動状態）が設定されている（図２参
照）。大当たりとして、通常大当たりと特別大当たりが設定されており、通常大当たりに
当選した場合には、当該通常大当たり遊技終了後に第一特別遊技状態に移行する。特別大
当たりに当選した場合には、当該特別大当たり遊技終了後に第二特別遊技状態に移行する
。第一特別遊技状態は、所定回数連続して当否抽選がはずれとなるまで継続する。所定回
数連続して当否抽選がはずれとなった場合には通常遊技状態に移行する。
【００２１】
　当否判定結果は、演出図柄３０によって報知される。本実施形態では、演出図柄３０と
して、第一演出図柄３１および第二演出図柄３２が設定されている。第一演出図柄３１は
、主表示装置２１が有する表示領域である主表示領域２１１（本発明における第一表示領
域に相当する）に表示される（図３（ａ）参照）。本実施形態における主表示装置２１は
、液晶表示装置である。主表示装置２１は、遊技機１において最も大きい表示領域を有す
る「メインの表示装置」であるといえるため、第一演出図柄３１は詳細を後述する第二演
出図柄３２よりも目立つ図柄であるといえる。本実施形態における第一演出図柄３１は、
「数字」を含む図柄である。各数字に対応づけられたキャラクタ等が表示されるようにし
てもよい。本実施形態では、複数種の第一演出図柄３１を含む三つの第一演出図柄３１群
が変動表示され、当否判定結果が大当たりとなる場合には、各第一演出図柄３１群から選
択されて停止した複数（本実施形態では三つ）の第一演出図柄３１が所定の組み合わせ（
例えば同じ図柄の三つ揃い）となる。当否判定結果がはずれとなる場合にはそれ以外の組
み合わせが表示される。また、本実施形態では、通常大当たりの場合には偶数の第一演出
図柄３１の三つ揃いが表示され、特別大当たりの場合には奇数の第一演出図柄３１の三つ
揃いが表示される。
【００２２】
　一方、第二演出図柄３２は、副表示装置２２が有する表示領域である副表示領域２２１
（本発明における第二表示領域に相当する）に表示される（図３（ｂ）参照）。副表示領
域２２１は、上記主表示領域２１１よりも小さい領域である（図１参照）。本実施形態に
おける副表示装置２２は、７セグメント表示器である。このように、複数の画素の集合体
であり、これらの組み合わせによって画像を表示することが可能な表示装置（例；液晶表
示装置）以外のものも「表示装置」の概念に含まれるものとする（上述した主表示装置２
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１（主表示領域２１１）についても同様）。つまり、上記７セグメント表示器等、一また
は複数の発光部（ランプ等）を有し、当該発光部の点灯（点滅が含まれていてもよい）・
非点灯によって形成される種々の発光パターンが、「図柄」として設定された構成として
もよい。発光部は、ランプ等の発光体そのものであってもよいし、ランプ等の発光体によ
り照らされることにより、遊技者に発光して見えるものであってもよい。液晶表示装置等
の画像を表示することが可能な表示装置を副表示装置２２としてもよい。当否判定結果が
大当たりとなる場合には、副表示領域２２１に一または複数種の所定の図柄のいずれかが
表示される。本実施形態では通常大当たりの場合には「３」の数字（図柄）が表示され、
特別大当たりの場合には「７」の数字（図柄）が表示される。当否判定結果がはずれとな
る場合には大当たりとなることを示す図柄以外の図柄（数字等、何等かの文字を表す図柄
であってもよいし、何等の意味をもたない図柄（点灯パターン）であってもよい）が表示
される。本実施形態では「－」の図柄が表示される。報知演出が開始されてから大当たり
またははずれであることを示す図柄が表示される前の状態においては、複数の発光部のそ
れぞれが点灯・消灯を繰り返す等して当否の報知が完了していないこと（いわゆる変動中
であること）が示される。このように、第二演出図柄３２は、主表示領域２１１も小さい
副表示領域２２１に表示されるものであるから、第一演出図柄３１に比して目立たない図
柄であるといえる。
【００２３】
　第一当否判定情報（第一保留情報）に基づく第一当否判定結果、および第二当否判定情
報（第二保留情報）に基づく当否抽選の結果を第二当否判定結果の一方は第一演出図柄３
１（主表示領域２１１）で、他方は第二演出図柄３２（副表示領域２２１）で報知される
。具体的には以下の通りである。
【００２４】
　第一報知態様は、第一当否判定結果が第一演出図柄３１により（主表示領域２１１にて
）、第二当否判定結果が第二演出図柄３２により（副表示領域２２１にて）報知される態
様である。遊技状態が通常遊技状態（本発明における第一遊技状態に相当する。以下、当
該通常遊技状態を第一遊技状態と称することもある）であるときには、当該第一報知態様
による当否判定結果の報知が行われる（図３（ｃ－１）参照）。上述した通り、第一遊技
状態は、遊技者に対し、第一始動入賞口９０４ａに遊技球が進入するように遊技（いわゆ
る左打ち遊技）することが促される状態である。つまり、第一始動入賞口９０４ａに遊技
球が進入することを契機とした当否抽選（以下、第一抽選と称することもある）により大
当たりに当選すること、すなわち第一当否判定結果が大当たりとなることを目指して遊技
する状態である。これを踏まえ、第一遊技状態が設定されているときには、第一当否判定
結果については、相対的に大きいがゆえに目立つ主表示領域２１１にて報知されるものと
する。一方、第一遊技状態においても、第二始動入賞口９０４ｂに遊技球が進入し、それ
を契機とした当否抽選（以下、第二抽選と称することもある）が実行されることもある。
当該第二抽選の結果である第二当否判定結果については、相対的に小さい副表示領域２２
１にて報知されるものとする。
【００２５】
　第二報知態様は、第二当否判定結果が第一演出図柄３１により（主表示領域２１１にて
）、第一当否判定結果が第二演出図柄３２により（副表示領域２２１にて）報知される態
様である。遊技状態が第一特別遊技状態や第二特別遊技状態（本発明における第二遊技状
態に相当する。以下、第一特別遊技状態および第二特別遊技状態をまとめて第二遊技状態
と称することもある）であるときには、当該第二報知態様による当否判定結果の報知が行
われる（図３（ｃ－２）参照）。上述した通り、第二遊技状態は、遊技者に対し、第二始
動入賞口９０４ｂに遊技球が進入するように遊技（いわゆる右打ち遊技）することが促さ
れる状態である。つまり、第二始動入賞口９０４ｂに遊技球が進入することを契機とした
第二抽選により大当たりに当選すること、すなわち第二当否判定結果が大当たりとなるこ
とを目指して遊技する状態である。これを踏まえ、第二遊技状態が設定されているときに
は、第二当否判定結果については、相対的に大きいがゆえに目立つ主表示領域２１１にて
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報知されるものとする。一方、第二遊技状態においても、第一始動入賞口９０４ａに遊技
球が進入し、それを契機とした第一抽選が実行されることもある。当該第一抽選の結果で
ある第一当否判定結果については、相対的に小さい副表示領域２２１にて報知されるもの
とする。
【００２６】
　このように、本実施形態にかかる遊技機１では、遊技状態に応じて、当否判定結果を示
す表示領域（演出図柄３０）を切り替える。具体的には、各遊技状態において主に取得さ
れる当否判定情報に基づく当否判定結果が「主」の表示領域である主表示領域２１１にて
報知され、遊技者が特殊な遊技を行う等しないかぎり取得されない当否判定情報に基づく
当否判定結果が「副」の表示領域である副表示領域２２１にて報知される。したがって、
遊技者に対して分かりやすく示すことが可能である。また、各表示領域は、第一当否判定
結果や第二当否判定結果を示す専用の表示領域として設けられるものではない（遊技状態
に応じて表示する当否判定結果の種類が切り替えられるものである）から、当否判定結果
を示す表示領域の数を抑制することが可能である。
【００２７】
　特に、本実施形態にかかる遊技機１は、特図１、特図２同時変動型のものであるため、
第一当否判定結果の報知演出（第一演出図柄３１の変動）と、第二当否判定結果の報知演
出（第二演出図柄３２の変動）が同時に進行することがある。このような場合であっても
、主に取得される当否判定情報（遊技状態に応じて決まる）に基づく当否判定結果が「主
」の表示領域である主表示領域２１１にて報知されることになるため、当否判定結果を示
す表示領域の増加を抑制しつつ、報知演出が同時進行する当否判定結果を分かりやすく示
すことが可能である。
【００２８】
　以下、上記実施形態にかかる遊技機１を改良、変形、具体化等した具体例について説明
する。なお、可能な限りにおいて、以下の各具体例を用いて説明する事項を複数適用した
構成としてもよい。
【００２９】
○第一具体例
　上記実施形態では、遊技状態に応じて、第一報知態様と第二報知態様を切り替える。た
だし、遊技状態が切り替わったときであっても、所定の禁止期間中にあるときには、当該
禁止期間が終了するまで、報知態様の切り替わりを行わない。禁止期間が経過した後、報
知態様の切り替えが行われるようにする。当該禁止期間は、種々の観点から設定すること
ができる。上記実施形態にかかる遊技機１のように、特図１、特図２同時変動型のもので
ある場合には、以下で説明するような問題が発生しないようにするため、禁止期間を設定
する。
【００３０】
　上述した通り、主表示領域２１１においては第一演出図柄３１により、副表示領域２２
１においては第二演出図柄３２により当否判定結果が報知される。演出図柄３０は、最終
的に当否判定結果を示す態様（以下、確定態様と称することもある）で表示されることに
なる。上記実施形態に則していえば、主表示領域２１１においては当否判定結果を示す第
一演出図柄３１の組み合わせが確定態様として表示され（図４参照）、副表示領域２２１
においては当否判定結果を示す種類の第二演出図柄３２が確定態様として表示される（図
５参照）。確定態様は、当否判定結果がどのようなものとなったかを遊技者が判別するた
めに表示されるものであるため、当該確定態様が表示された状態が所定期間維持される。
つまり、確定態様が即座に消されてしまうと遊技者が当否判定結果を把握することができ
ないおそれがあるため、確定態様が表示され続けている期間が一定程度確保されるように
する。当否判定結果を報知する報知演出が実行される期間（ある当否判定結果を報知する
演出図柄３０の変動が開始されてから確定態様が消去されるまでの期間）を変動期間とす
ると、当該変動期間の終了時点を含む所定の期間が、上記確定態様が表示される確定表示
期間ということになる。変動期間のうち、確定表示期間以外の期間を確定前期間とすると
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、「変動期間＝確定前期間＋確定表示期間」であるということになる（図４、５参照）。
なお、確定表示期間の長さは常に一定であってもよいし、変化しうるものであってもよい
。以下の説明においては、主表示領域２１１における報知演出において設定される確定表
示期間を第一確定表示期間と、副表示領域２２１における報知演出において設定される確
定表示期間を第二確定表示期間と称する。
【００３１】
　第一遊技状態および第二遊技状態の一方から他方への切り替わりが発生した時点が、第
一確定表示期間および第二確定表示期間の少なくともいずれか一方の最中であるときには
、第一報知態様および第二報知態様の一方から他方への切り替えを行わない。第一確定表
示期間および第二確定表示期間のいずれもが終了したことを契機として第一報知態様およ
び第二報知態様の一方から他方への切り替えを行う（図６参照）。つまり、第一遊技状態
および第二遊技状態の一方から他方への切り替わりが発生した時点が確定表示期間中であ
る場合には、当該確定表示期間が終了するまでが禁止期間として設定される。
【００３２】
　上述した通り、確定表示期間は、遊技者が当否判定結果を把握するために設定された期
間であるため、当該期間中に報知態様の切り替わりが発生してしまうと当否判定結果が把
握できないおそれが高まる。したがって、第一遊技状態および第二遊技状態の一方から他
方への切り替わりが発生した時点が確定表示期間中であるときには、当該確定表示期間が
終了するまで切り替わりが発生しないようにして、遊技者に対する当否判定結果の報知が
明確になされるようにする。
【００３３】
　なお、遊技状態の切り替わりの時点が確定表示期間中となってしまう例としては以下の
ようなものが考えられる。当否判定結果が所定回数（例えばＸ回）連続してはずれとなっ
たことを契機として第二遊技状態（第一特別遊技状態や第二特別遊技状態）が終了し、第
一遊技状態に移行する構成であるとする。かかる構成において、第二遊技状態に移行して
からＸ回目の当否判定結果（第二当否判定結果）が主表示領域２１１においてはずれであ
ることが示され、第一遊技状態へ移行するとする。当該移行時点において、副表示領域２
２１にて示される第一当否判定結果については第二確定表示期間中であることが考えられ
る。この場合には、第二確定表示期間が終了してから、第一当否判定結果については主表
示領域２１１にて、第二当否判定結果については副表示領域２２１にて報知される状態に
移行する（図６参照）。
【００３４】
　図示しないが、その他の例としては、第二遊技状態から第一遊技状態への移行が当否抽
選とは別の転落抽選により発生する構成（転落抽選の当選を契機として遊技状態を移行さ
せる構成については公知であるから説明を省略する）において、当該移行時点が第一確定
表示期間および第二確定表示期間の少なくともいずれか一方である最中となってしまうこ
とが考えられる。また別の例としては、第一遊技状態から第二遊技状態への移行が、いわ
ゆる突然確変（突確等とも称される。突然確変自体は公知であるから説明を省略する）に
て発生する構成において、当該移行時点が第一確定表示期間および第二確定表示期間の少
なくともいずれか一方である最中となってしまうことが考えられる。
【００３５】
○第二具体例
　第一具体例にて説明した禁止期間の別例である。第一遊技状態および第二遊技状態の一
方から他方への切り替わりが発生した時点において実行されている報知演出の結末が大当
たりとなる場合には、当該切り替わり時点において報知態様を変化させなうようにする。
例えば、当否判定結果が所定回数（例えばＸ回）連続してはずれとなったことを契機とし
て第二遊技状態（第一特別遊技状態や第二特別遊技状態）が終了し、第一遊技状態に移行
する構成において、第二遊技状態に移行してからＸ回目の当否判定結果（第二当否判定結
果）が主表示領域２１１においてはずれであることが示され、第一遊技状態へ移行すると
する。当該移行時点において、副表示領域２２１にて示される第一当否判定結果が大当た
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りとなるものであるとする。この場合には、副表示領域２２１における大当たりの報知が
完了する（確定表示期間が終了する）までは、報知態様の切り替わりを行わないようにす
る（図７参照）。この場合、報知態様の切り替わりは、実質的には、第一当否判定結果が
大当たりとなることにより発生した大当たり遊技が終了した後になる。
【００３６】
○第三具体例
　主表示領域２１１にて実行される当否判定結果について、第一演出図柄３１が変動を開
始してから第一確定表示期間が終了するまでの期間である変動期間の途中で第一遊技状態
および第二遊技状態の一方から他方への切り替わりが発生した場合には、第一報知態様お
よび第二報知態様の一方から他方への切り替わりが発生しないようにして、当該変動期間
が終了することを契機として第一報知態様および第二報知態様の一方から他方への切り替
えを行う。つまり、第一演出図柄３１が変動している最中である確定前期間や、確定態様
が表示されている確定表示期間中は、報知態様の切り替わりが発生しないようにする（図
８参照）。すなわち、第一遊技状態および第二遊技状態の一方から他方への切り替わりが
発生した時点が主表示領域２１１にて実行される報知演出の変動期間中である場合には、
当該変動期間が終了するまでが禁止期間として設定されるということである。
【００３７】
　主表示領域２１１にて実行される報知演出は（副表示領域２２１にて実行されるものに
比して）「目立つ」ものであるため、当該主表示領域２１１にて実行される報知演出が途
中の状態であるとき、すなわち変動期間中であるときには報知態様の切り替えが発生しな
いようにして、遊技（当否判定結果の報知）の明確性を担保するものとする。
【００３８】
　本例のような制御は、主表示領域２１１に重なる範囲が相対的に小さい原位置（図９（
ａ）参照）と、主表示領域２１１に重なる範囲が相対的に大きい演出位置（図９（ｂ）参
照）に位置することが可能な可動体４０を備える遊技機において特に有効である。例えば
、当該可動体４０は、原位置と演出位置とを往復動作することが可能なものであるとする
。なお、当該可動体４０を動作させるための構造（駆動機構等）はどのようなものであっ
てもよいから説明を省略する。平行移動することで原位置と演出位置との間を動作するよ
うなものであってもよいし、回動により原位置と演出位置との間を動作するようなもので
あってもよい。また、原位置と演出位置における可動体４０の形状が同じであってもよい
し、異なるもの（形状が変化するもの）であってもよい。
【００３９】
　このような可動体４０は、主表示領域２１１にて実行されている報知演出（第一演出図
柄３１による報知演出）に合わせて動作等する可能性がある。例えば、可動体４０が動作
することにより、当該報知演出により報知される当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が
高まることが示唆されるといった予告等、可動体４０が動作する可動予告（可動演出）が
発生する可能性がある。つまり、主表示領域２１１にて実行される報知演出の変動期間中
である場合には、当該可動体４０を用いた可動予告中である可能性があり、可動体４０が
演出位置に位置することで、主表示領域２１１が可動体４０に覆われて（可動体４０が原
位置に位置するときよりも広い範囲が覆われて）主表示領域２１１の視認性が当該可動体
４０により阻害されている状況にある可能性があるから、変動期間が終了するまでは報知
態様の切り替えが発生しないようにする。
【００４０】
○第四具体例
　上記実施形態では、主表示装置２１の主表示領域２１１において第一演出図柄３１が表
示され、副表示装置２２の副表示領域２２１において第二演出図柄３２が表示されること
、すなわち第一演出図柄３１が表示される表示装置と第二演出図柄３２が表示される表示
装置が別の表示装置であることを説明したが、図１０に示すように、一の表示装置２０１
に主表示領域２１１と副表示領域２２１が設けられた構成としてもよい。第一演出図柄３
１が表示される領域が、第二演出図柄３２が表示される領域よりも大きく、「目立つ」態
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様であればよい。
【００４１】
○第五具体例
　第一報知態様および第二報知態様のいずれが設定されているのかを示す報知態様表示手
段５０を備えた構成とする。このような構成とすることで、各表示領域においていずれの
当否判定結果が報知されているか分からず、遊技者が混乱してしまうことが抑制される。
報知態様表示手段５０に関する構成としては以下のようなものが考えられる。ただし、以
下で示す例はあくまで一例である。第一報知態様が設定されているときと第二報知態様が
設定されているときとの違いが、報知態様表示手段５０の態様の差として表れることで遊
技者に視覚的に把握されるように構成されたものであればよい。
【００４２】
　第一の例としては、第一報知態様が設定されている場合と第二報知態様が設定されてい
る場合とで、表示の態様が異なる報知態様表示手段５０とする。例えば、第一報知態様が
設定されているときには「Ａ」が表示され、第二報知態様が設定されているときには「Ｂ
」が表示されるものとする（図１１参照）。このように、一の報知態様表示手段５０によ
り、現在設定されている報知態様が示されるようにすることができる。
【００４３】
　第二の例としては、主表示領域２１１および副表示領域２２１のそれぞれに対応させて
複数の報知態様表示手段５０（報知態様表示手段５０ａ、５０ｂ）が設けられた構成とす
る。例えば、主表示領域２１１および副表示領域２２１のそれぞれについて、発光状態と
非発光状態とを切り替えることが可能な「Ｉ」のマークが付された報知態様表示手段５０
ａと「ＩＩ」のマークが付された報知態様表示手段５０ｂとが設けられるものとする。第
一報知態様が設定されている場合には、主表示領域２１１に対応する「Ｉ」のマークが点
灯し、「ＩＩ」のマークが非点灯の状態、および、副表示領域２２１に対応する「Ｉ」の
マークが非点灯であり、「ＩＩ」のマークが点灯した状態とする。これにより、主表示領
域２１１においては第一当否判定結果（特図１の当否判定結果）が、副表示領域２２１に
おいては第二当否判定結果（特図２の当否判定結果）が報知される状態であることを容易
に把握することが可能である。一方、第二報知態様が設定されている場合には、主表示領
域２１１に対応する「ＩＩ」のマークが点灯し、「Ｉ」のマークが非点灯の状態、および
、副表示領域２２１に対応する「ＩＩ」のマークが非点灯であり、「Ｉ」のマークが点灯
した状態とする。これにより、主表示領域２１１においては第二当否判定結果（特図２の
当否判定結果）が、副表示領域２２１においては第一当否判定結果（特図１の当否判定結
果）が報知される状態であることを容易に把握することが可能である（図１２参照）。
【００４４】
○第六具体例
　主表示領域２１１および副表示領域２２１以外にも、第一当否判定結果や第二当否判定
結果を表示する表示領域（ランプ等の発光パターンにより示すものを含む）が設けられて
いてもよい。つまり、基本的には、遊技者は、主表示領域２１１や副表示領域２２１にて
当否判定結果を判別することになるが、これ以外にも、当否判定結果を示す一または複数
の別の表示領域が設けられていてもよい。ただし、当該別の表示領域にて示される当否判
定結果の内容は、当否判定結果の内容を遊技者が明確に把握できるものである必要はない
。
【００４５】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４６】
　上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を以下に列挙する。
【００４７】
・手段１
　第一始動領域に遊技球が進入することを契機として取得される第一当否判定情報、およ
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び第二始動領域に遊技球が進入することを契機として取得される第二当否判定情報をそれ
ぞれ一または複数記憶することが可能な記憶手段と、
前記第一当否判定情報に基づく第一抽選、および前記第二当否判定情報に基づく第二抽選
を実行する当否判定手段と、
前記第一抽選を経た第一当否判定結果および前記第二抽選を経た第二当否判定結果を第一
表示領域または当該第二表示領域よりも小さい第二表示領域にて報知する報知手段と、
を備え、
　前記第一始動領域に遊技球が進入するような遊技が促される第一遊技状態が設定されて
いるときには、前記第一当否判定結果が前記第一表示領域にて、前記第二当否判定結果が
前記第二表示領域にて報知される第一報知態様とされる一方、
前記第二始動領域に遊技球が進入するような遊技が促される第二遊技状態が設定されてい
るときには、前記第二当否判定結果が前記第一表示領域にて、前記第一当否判定結果が前
記第二表示領域にて報知される第二報知態様とされる
ことを特徴とする遊技機。
　このように、各遊技状態にて主に取得される当否判定情報に基づく当否判定結果につい
ては、より目立つ第一表示領域にて当該当否判定結果の報知がなされるようにすることで
、当否判定結果を報知する表示領域の数を抑制しつつ、当否判定結果の報知を分かりやす
くすることが可能である。
【００４８】
・手段２
　前記記憶手段に当否判定結果の報知が完了していない前記第一当否判定情報および前記
第二当否判定情報の両方が記憶されている場合には、前記第一当否判定結果の報知の開始
から報知の完了までの第一変動時間と、前記第二当否判定結果の報知の開始から報知の完
了までの第二変動時間が同時に進行することを特徴とする手段１に記載の遊技機。
　このように、第一変動時間と第二変動時間が同時に進行するタイプの遊技機であっても
、当否判定結果を示す表示領域の増加を抑制しつつ、当否判定結果を分かりやすく示すこ
とが可能である。
【００４９】
・手段３
　前記第一遊技状態および前記第二遊技状態の一方から他方に切り替わったときであって
も、所定の禁止期間中にあるときには、前記第一報知態様および前記第二報知態様の一方
から他方への切り替えを行わずに、当該禁止期間が終了することを契機として前記第一報
知態様および前記第二報知態様の一方から他方への切り替えを行うことを特徴とする手段
１または手段２に記載の遊技機。
　遊技状態が切り替わったときに即座に報知態様の切り替えを行うと、遊技者が混乱する
等の問題が生じるおそれがあるから、禁止期間が経過するまでは報知態様の切り替えが行
われないようにするとよい。
【００５０】
・手段４
　前記第一表示領域にて当否判定結果を示す確定態様の表示が開始されてから所定期間中
は当該確定態様が表示された状態が維持される第一確定表示期間とされ、前記第二表示領
域にて当否判定結果を示す確定態様の表示が開始されてから所定期間中は当該確定態様が
表示された状態が維持される第二確定表示期間とされており、
　前記第一確定表示期間および前記第二確定表示期間の少なくともいずれか一方である最
中に前記第一遊技状態および前記第二遊技状態の一方から他方に切り替わったときには、
前記第一報知態様および前記第二報知態様の一方から他方への切り替えを行わずに、前記
第一確定表示期間および前記第二確定表示期間のいずれもが終了することを契機として前
記第一報知態様および前記第二報知態様の一方から他方への切り替えを行うことを特徴と
する手段３に記載の遊技機。
　確定表示期間は、遊技者が当否判定結果を把握するために設定される期間であるから、



(12) JP 2019-111012 A 2019.7.11

10

20

30

当該確定表示期間中は報知態様の切り替えが発生しないようにするとよい。
【００５１】
・手段５
　前記第一表示領域にて実行される当否判定結果の報知が完了していない変動期間の途中
で前記第一遊技状態および前記第二遊技状態の一方から他方に切り替わったときには、前
記第一報知態様および前記第二報知態様の一方から他方への切り替えを行わずに、当該変
動期間が終了することを契機として前記第一報知態様および前記第二報知態様の一方から
他方への切り替えを行うことを特徴とする手段３に記載の遊技機。
　第一表示領域は、第二表示領域よりも大きい表示領域であるため、当該第一表示領域に
て実行されている当否判定結果の報知が途中で中断されて、報知態様の切り替わりが発生
しないようにするとよい。
【００５２】
・手段６
　前記第一表示領域に重なる範囲が相対的に小さい原位置から前記第一表示領域に重なる
範囲が相対的に大きい演出位置に位置することが可能な可動体を備えることを特徴とする
手段５に記載の遊技機。
　第一表示領域にて実行される報知について変動期間中である場合には、当該可動体を用
いた演出中である可能性があり、可動体が演出位置に位置することで、第一表示領域が可
動体に覆われて第一表示領域の視認性が当該可動体により阻害されている状況にある可能
性があるから、変動期間が終了するまでは報知態様の切り替えが発生しないようにすると
よい。
【符号の説明】
【００５３】
１　遊技機
２１　主表示装置
２１１　主表示領域
２２　副表示装置
２２１　副表示領域
３１　第一演出図柄
３２　第二演出図柄
４０　可動体
９０４　始動入賞口
９０４ａ　第一始動入賞口
９０４ｂ　第二始動入賞口



(13) JP 2019-111012 A 2019.7.11

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 2019-111012 A 2019.7.11

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(15) JP 2019-111012 A 2019.7.11

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

